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・ 埼玉県「 空き家相談窓口」 など売却を含め専門的に相談できる窓口を紹介し 、 速や
　 かに専門家に相談できる体制を整えている。 また、 既存住宅のスト ッ ク を良質化し 、
　 空家等と し て放置さ れるこ と の防止を目的と し て、 住宅の耐震化等のための費用の
　 一部に対する補助金の交付を行っ ている。
　 　 Ex） 既存建築物耐震診断補助金
　 　 　 　 既存建築物耐震改修等補助金
　 　 　 　 住宅改修資金助成金
・ 高齢者が亡く なっ たあと に居宅等が空き家と なるこ と を予防するため、 家屋に関す
　 るリ ーフ レッ ト を作成、 配布し て啓発を行っ ている。
・ 空家等の多様な利活用を促進する制度と し て、 「 川口市空家利活用補助金」 を設置
　 し 、 Ｎ Ｐ Ｏ 団体等が行う 空家等の利活用のための工事費用の一部の補助を行っ てい
　 る。
・ 条件不利空家等に対する除却費用の補助と し て、 「 川口市空家除却補助金」 を設置
　 し 、 速やかな除却を促進し ている。
・ 所有者不明等の空家等の措置と し て、 財産管理人制度を活用し ている。

・ 相続等で権利関係が複雑化し 、 空家等の解決が長期化し ている。
・ 固定資産税の特例を受けるため空家等のままにし ている。
・ 土地建物の所有が異なる場合に、 土地所有者に責任や義務を負わせないと 解決でき
　 ない案件が多い。
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 接道不良の宅地の老朽空き家に対する除却補助金の利用を空き家所有者に勧めたと
こ ろ、 不動産業者から 「 住宅用地特例を受けるために解体し ないほう がいい」 と いう
アド バイスを受けてそのままにするこ と にし た、 と いう 事例が何件かあっ た。
 その後は放置さ れたままと なっ ている。 空き家問題の解決と いう 視点も 持っ たう え
で所有者へのアド バイスをお願いし たい。 また、 不良宅地は当該敷地単独では解決が
困難である。 隣地と 一体利用を進める手助けや、 民間によるミ ニ区画整理などの手法
も 検討し ていただきたい。


